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都道府県社会的養育推進計画について（里親等委託率の目標値）

○ 各都道府県等から提出された計画について里親等委託率の数値目標や里親推進に向けた取組等をレーダーチャートにて取りまとめた上で公表。
（令和2年8月7日作成、令和３年３月31日更新）

○ 取組の強化を図るため、国において「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」を策定（令和３年２月４日）し、令和６年度末時点の３歳未満児
の里親等委託率75％以上を目指す自治体等に対して、フォスタリング事業の補助率を嵩上げ（1/2→2/3）すること等により、里親等への委託を推進。

2018年度末
実績

5年目
（2024年度末）

7年目
（2026年度末）

10年目
（2029年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上
就学前

3歳未満
3歳以上
就学前

学童期
以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.0% 75.0%以上 75.0% 75.0% 50.0%以上

北海道
（札幌市）

34.5%
（29.7%）

84.7% - - -

青森県 27.8% 38.5% - - 60.9% 62.2% 47.9%

岩手県 26.2% 55.3% 42.8% 44.3% 54.8% 52.6% 46.6%

宮城県 40.2% 38.5% 55.4%（全年齢合計） 51.9% 63.2% 62.2%

秋田県 12.2% 57.9% - - 40.0%

山形県 20.0% 76.2% - - 75.0% 75.0% 31.7%

福島県 24.6% 76.3% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 30.0%

茨城県 16.8% 70.0% - - 71.4% 69.8% 60.7%

栃木県 19.2% 53.1% - 54.4% - - 41.0%

群馬県 17.4% 33.8% 38.0% 57.0% 40.0% 75.0% 50.0%

埼玉県
（さいたま市）

18.8%
（40.0%）

36.2% - - - - -

千葉県 27.9% 57.0% - - 75.4% 50.5% 32.5%

千葉市 31.2% 55.6% - - 73.7% 74.1% 50.0%

東京都 14.9% 14.1% 28.7% 38.2% 50.5% 50.5% 33.6%

神奈川県 16.5% 34.9% - - 75.0% 75.0% 24.6%

新潟県
（新潟市）

40.0%
（55.9%）

40.9% - - 61.0% 77.0% 57.0%

富山県 18.5% 46.2% - - 66.7% 66.7% 33.3%

石川県
（金沢市）

15.9%
（15.4%）

44.4% - - 60.0% 35.0%

福井県 16.6% 33.3% - - 65.0% 65.0% 35.0%

山梨県 28.8% 76.1% - - 75.0%以上 50.0%以上

長野県 16.1% 40.7% - - 75.0% 67.7% 36.5%

岐阜県 16.1% 75.9% - - 67.9% 47.9% 37.5%

静岡県 21.9% 45.0% - - 65.0% 58.0% 46.0%

愛知県 15.9% 28.5% - - 49.4% 45.7% 30.1%

三重県 28.8% 48.4% - - 60.0% 60.0% 40.0%

滋賀県 34.3% 52.5% - - 73.9% 65.4% 60.2%

京都府 14.8% 40.0% - - 40.0% 33.0%

大阪府 11.6% 47.0% - - 64.0% 44.0% 38.0%

兵庫県 19.2% 37.5% 44.2% 37.9% 55.8% 46.8% 47.1%

奈良県 17.4% 27.3% - - 47.0% 42.0% 31.0%

和歌山県 20.5% 34.3% - - 55.6% 46.4% 42.1%

24.6% 13.9% - - 60.0%

島根県 23.4% 36.0% 41.0% - 概ね50%以上 - 概ね40%以上

2018年度末
実績

5年目
（2024年度末）

7年目
（2026年度末）

10年目
（2029年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上
就学前

3歳未満
3歳以上
就学前

学童期
以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.0% 75.0%以上 75.0% 75.0% 50.0%以上

岡山県
（岡山市）

32.7%
（14.0%）

75.7% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 50.0%

広島県
（広島市）

14.1%
（18.8%）

29.0% - - 43.5% 44.0% 42.4%

山口県 20.0% 34.5% - - 45.0%

徳島県 12.8% 60.0% 60.0% 55.0% 60.0% 55.0% 43.0%

香川県 23.8% 52.0% 40.5%（全年齢合計） 70.0% 70.0% 40.0%

愛媛県 18.1% 48.0% 56.0% 60.7% 72.0% 77.0% 33.3%

高知県 18.7% 41.2% - - 65.0% 60.0% 50.0%

福岡県 20.7% 52.4% 60.7% 60.4% 60.7% 60.4% 41.9%

佐賀県 31.1% 75.0% 63.0% 75.0% 76.9% 81.5% 48.0%

長崎県 17.6% 62.1% 75.0% 37.4% 75.0% 50.9% 40.3%

熊本県
（熊本市）

12.4%
（10.8%）

46.4% 55.9% 44.2% 69.8% 58.7% 30.3%

大分県 33.1% 75.8% - - 75.0%
50.0%～
75.0%

35.0%～
50.0%

宮崎県 13.4% 38.2% - - 54.0% 44.0% 35.0%

鹿児島県 17.5% 39.7% 39.7% 56.5% 38.6% 58.2% 37.4%

沖縄県 34.7% 57.4% - - 40.0%

仙台市 27.7% 38.9% 46.4% 52.5% 57.6% 65.0% 44.3%

横浜市 15.2% 33.1% 38.7% 43.0% 45.3% 46.9% 31.4%

川崎市 23.2% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 75.0% 50.0%

相模原市 16.9% 75.0% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 50.0%

静岡市 48.5% 53.3% - - 64.0% 58.0% 52.0%

浜松市 26.7% 75.0% - - 67.0% 59.0% 49.0%

名古屋市 14.4% 45.0% - - 70.0% 30.0% 30.0%

京都市 13.1% 74.3% 75.0% 75.0％ 75.0% 75.0% 50.0%

大阪市 16.5% 25.5% - - 41.0% 42.9% 33.9%

堺市 12.4% 31.4% - - 46.0% 37.3% 32.2%

神戸市 12.4% 37.3% - - 58.3% 30.9%

北九州市 19.1% 38.6% 42.2% 42.9% 48.9% 47.0% 32.1%

福岡市 47.9% 77.1% 75.8% 76.9% 76.7% 75.0% 58.8%

横須賀市 18.9% 35.7% - - 45.0%

明石市 85.7% - - 100.0% 100.0% 62.1%

は、策定要領に示す国の基準を満たすもの

（※） 都道府県社会的養育推進計画を作成した際の目標値とは別に、 「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」を踏まえた目標値を設定している場合があり、その場合において、上記では、後者の目標値を令和３年３月31日時点の状況で記載している。
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令和元年度の里親養育包括支援（フォスタリング）事業の補助金の実績報告書をもとに集計した実施状況。
補助金の申請自体がない場合には、フォスタリング事業を実施しているかどうか不明であるため、「－」を記載している。

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

北海道（本庁） ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

北海道中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 南児童相談所 ○ ○ ○

北海道旭川児童相談所 ○ ○ ○ ○ 川越児童相談所 ○ ○ ○

北海道帯広児童相談所 ○ ○ ○ ○ 所沢児童相談所 ○ ○ ○

北海道釧路児童相談所 ○ ○ ○ ○ 熊谷児童相談所 ○ ○ ○

北海道函館児童相談所 ○ ○ ○ ○ 越谷児童相談所（草加支所を含む） ○ ○ ○

北海道北見児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）キーアセット ○ ○

北海道岩見沢児童相談所 ○ ○ ○ ○ （一社）埼玉里親会 ○ ○

北海道室蘭児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）子ども家庭サポートセンターちば ○ ○ ○ ○

民間 （一社）北海道里親会連合会 ○ ○ （特非）千葉県里親家庭支援センター ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）ちばこどもおうえんだん ○

（社福）藤聖母園 ○ ○ ○ ○ 千葉県里親会 ○

（社福）ひまわり乳児院 ○ ○ ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

（社福）弘前乳児院 ○ ○ ○ ○ （特非）キーアセット 〇 〇 〇 〇

青森里親連合会 ○ ○ ○ （一社）東京公認心理師協会 〇 〇 〇 〇

岩手県（本庁） ○ （社福）二葉保育園二葉乳児院 〇 〇 〇 〇

岩手県福祉総合相談センター ○ ○ ○ 養育家庭の会 〇 〇

岩手県一関児童相談所 ○ ○ ○ （特非）バディチーム 〇

岩手県宮古児童相談所 ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

宮城県 ○ ○ 平塚児童相談所 ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ 鎌倉三浦地域児童相談所 ○ ○ ○

北部児童相談所 ○ 小田原児童相談所 ○ ○ ○

東部児童相談所 ○ 厚木児童相談所 ○ ○ ○

みやぎ里親支援センターけやき ○ ○ ○ 里親センター ○ ○ ○

恩賜財団母子愛育会 ○ 子ども自立生活支援センター ○ ○ ○

宮城県なごみの会 ○ 家庭養育支援センター（５箇所） ○ ○ ○

自治体 中央児童相談所 ○ 自治体 新潟県 ○ ○

秋田赤十字乳児院 ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

陽清学園 ○ ○ （社福）新潟カリタス会 ○

感恩講児童保育院 ○ ○ 日本赤十字社富山県支部 ○ ○ ○ ○

聖園天使園 ○ ○ （社福）恩賜母子愛育会 ○

県南愛児園 ○ ○ 富山県里親会 ○

自治体 山形県 ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

（社福）寒河江学園 ○ ○ ○ 七尾児童相談所 ○ ○ ○

（社福）恩賜財団済生会支部山形県済生会 ○ 福井県 1か所 1か所 － 自治体 児童相談所 ○ ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 山梨県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○

県中児童相談所 ○ ○ ○ ○ 中央児童相談所 〇 〇 〇

会津児童相談所 ○ ○ ○ ○ 松本児童相談所 〇

浜児童相談所 ○ ○ ○ ○ 民間 うえだみなみ乳児院 〇 〇

茨城県里親連合会 ○ 子ども家庭課 ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ 中央子ども相談センター ○ ○ ○ ○

土浦児童相談所 ○ 西濃子ども相談センター ○ ○ ○

筑西児童相談所 ○ 中濃子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）同仁会　内原和敬寮 ○ 東濃子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）同仁会　つくば香風寮 ○ 飛騨子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）茨城県道心園 ○ （社福）日本児童育成園 ○

茨城県児童福祉施設協議会 ○ （社福）樹心会 ○

（社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 岐阜県里親連合会 ○ ○

茨城県里親連合会 ○ 静岡県

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 賀茂児童相談所 ○ ○ ○ ○

県南児童相談所 ○ ○ ○ 東部児童相談所 ○ ○ ○ ○

県北児童相談所 ○ ○ ○ 富士児童相談所 ○ ○ ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

群馬県里親の会 ○ 西部児童相談所 ○ ○ ○ ○

群馬県児童養護施設連絡協議会 ○ 恵明学園児童家庭支援センタースマイル ○ ○ ○

(社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 誠信会児童家庭支援センターパラソル ○ ○ ○

児童家庭支援センターはるかぜ ○ ○ ○

9か所 6か所 3か所

自治体

民間

静岡県

9か所 6か所 3か所

自治体

民間

3か所 2か所 1か所
自治体

岐阜県

2か所 2か所 － 自治体

長野県

3か所 － 3か所 民間

石川県

1か所 2か所
民間

富山県

新潟県 3か所

12か所 5か所 7か所

自治体

民間

5か所 － 5か所 民間

神奈川県

5か所 － 5か所 民間

東京都

千葉県

8か所 6か所 2か所

自治体

民間

民間

埼玉県

群馬県 4か所 1か所 3か所

栃木県 3か所 3か所 － 自治体

民間

茨城県 9か所 4か所 5か所

自治体

民間

福島県 4か所 4か所 － 自治体

民間

山形県 3か所 1か所 2か所

秋田県 6か所 1か所 5か所

民間

宮城県 7か所 4か所 3か所

自治体

民間

岩手県 4か所 4か所 － 自治体

青森県 5か所 1か所 4か所

北海道 10か所 9か所 1か所
自治体

自治体名

か所数 実施機関詳細

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名 実施機関名

都道府県別フォスタリング事業の実施状況①
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自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

愛知県 ○ ○ 熊本県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童・障害者相談センター ○ ○ 熊本県八代児童相談所 ○ ○ ○

西三河児童・障害者相談センター ○ ○ 民間 （特非）優里の会 ○ ○ ○

自治体 児童相談センター ○ ○ ○ ○ 大分県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人（委託） ○ ○ ○ （特非）みやざき子ども文化センター ○ ○ ○ ○

NPO法人（委託） ○ ○ 子ども家庭支援センターつぼみ ○

母子愛育会及び児童養護施設 ○ 児童家庭支援センターゆうりん ○

里親会 ○ 自治体 中央児童相談所 〇 〇

滋賀県 1か所 － 1か所 民間 （社福）小鳩会 ○ ○ ○ ○ 鹿児島県里親会 〇 〇 〇

京都府 1か所 1か所 － 自治体 家庭支援総合センター ○ ○ ○ ○ 児童養護施設　南さつま子どもの家 〇

（特非）キーアセット ○ ○ ○ ○ 沖縄県中央児童相談所 ○ ○

（公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○ 沖縄県コザ児童相談所 ○ ○

（社福）和泉乳児院 ○ ○ ○ ○ 沖縄県里親会 ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ （社福）袋中園吉水寮（乳児院） ○ ○

民間 （公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ 自治体 札幌市児童相談所 ○ ○ ○ ○

自治体 こども家庭相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ （社福）常徳会 ○

（社福）天理 ○ ○ ○ （社福）北翔会 ○

（社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 札幌市里親会 ○ ○

自治体 和歌山県子ども・女性・障害者相談者センター ○ （社福）扶桑苑 ○

里親支援機関「なでしこ」 ○ ○ ○ （社福）麦の子会 ○

里親支援機関ほっと ○ ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

鳥取県 1か所 － 1か所 民間 （社福）鳥取こども学園 ○ ○ ○ ○ 仙台市児童相談所 〇 〇 〇

島根県青少年家庭課 ○ 子供未来局子供育成部子供家庭支援課 〇 〇

中央児童相談所 ○ さいたま市 1か所 1か所 － 自治体 さいたま市児童相談所 〇 〇 〇 〇

出雲児童相談所 ○ 千葉市 2か所 1か所 1か所 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

浜田児童相談所 ○ こども青少年局こども家庭課 ○ ○ ○ ○

益田児童相談所 ○ 中央児童相談所 ○

島根県里親会 ○ ○ 川崎市 1か所 － 1か所 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

島根県社会福祉士会 ○ 自治体 児童相談所 〇 〇 〇 〇

恩腸財団母子愛育会 ○ 民間 （社福）中心会 〇 〇 〇 〇

中央児童相談所 〇 〇 〇 〇 新潟市 1か所 1か所 － 自治体 新潟市児童相談所 ○ ○

倉敷児童相談所 〇 〇 〇 〇 静岡市 1か所 － 1か所 民間 （特非）静岡市里親支援センター 〇 〇 〇 〇

津山児童相談所 〇 〇 〇 〇 浜松市 1か所 1か所 － 自治体 浜松市児童相談所 ○ ○ ○ ○

西部こども家庭センター ○ ○ ○ 名古屋市 1か所 1か所 － 自治体 名古屋市児童相談所 〇 〇 〇

東部こども家庭センター ○ ○ ○ 京都市 2か所 － 2か所 （社福）積慶園 〇

北部こども家庭センター ○ ○ ○ 京都市里親会 〇

民間 株式会社みづま ○ 自治体 大阪市こども相談センター ○ ○ ○ ○

山口県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ （公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○

自治体 徳島県 ○ ○ 大阪市里親会 ○ ○ ○ ○

民間 こども家庭支援センターひかり ○ ○ ○ 堺市 1か所 1か所 － 自治体 堺市児童相談所 〇 〇 〇 〇

香川県 1か所 1か所 － 自治体 香川県子ども女性相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○ 神戸市こども家庭センター ○ ○ ○ ○

愛媛県 1か所 － 1か所 民間 愛媛県里親連合会 ○ ○ 神戸市こども家庭局家庭支援課 ○

高知県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人（乳児院） 〇 〇 〇 岡山市 1か所 1か所 － 自治体 岡山市子ども総合相談所 ○ ○ ○ ○

福岡児童相談所 ○ ○ ○ ○ 広島市 1か所 1か所 － 自治体 広島市児童相談所 ○ ○ ○ ○

久留米児童相談所 ○ ○ ○ ○ 北九州市 － － －

田川児童相談所 ○ ○ ○ ○ 自治体 福岡市こども総合相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○

大牟田児童相談所 ○ ○ ○ ○ 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

宗像児童相談所 ○ ○ ○ ○ 熊本市 1か所 1か所 － 自治体 熊本市児童相談所 ○ ○

京築児童相談所 ○ ○ ○ ○ 横須賀市 1か所 1か所 － 自治体 横須賀市児童相談所 〇 〇

民間 子ども家庭支援センターあまぎやま ○ 金沢市 － － －

自治体 佐賀県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 自治体 明石こどもセンター 〇

民間 （社福）洗心和合会 ○ 民間 （公社）家庭養護促進協会神戸事務所 〇 〇

長崎こども・女性・障害者支援センター ○ ○ （計） 222か所 120か所 102か所

佐世保こども・女性・障害者支援センター ○ ○

民間 （社福）光と緑の園 ○ ○

自治体名

か所数 実施機関詳細

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名 実施機関名

1か所 1か所

明石市 2か所 1か所 1か所

2か所 2か所 － 自治体

福岡市 2か所

1か所 2か所
民間

神戸市

1か所 1か所

民間

大阪市 3か所

2か所 2か所 － 自治体

相模原市 2か所

2か所 2か所 － 自治体

横浜市

1か所 6か所
民間

仙台市

札幌市 7か所

4か所 2か所 2か所

自治体

民間

1か所 2か所
民間

沖縄県

3か所 － 3か所 民間

鹿児島県 3か所

3か所 2か所 1か所
自治体

宮崎県

熊本県

長崎県 3か所 2か所 1か所
自治体

佐賀県 2か所 1か所 1か所

福岡県 7か所 6か所 1か所
自治体

徳島県 2か所 1か所 1か所

広島県 4か所 3か所 1か所
自治体

民間

岡山県 3か所 3か所 － 自治体

民間

島根県 8か所 5か所 3か所

自治体

民間

和歌山県 3か所 1か所 2か所

奈良県 3か所 1か所 2か所

兵庫県 2か所 1か所 1か所

民間

大阪府 3か所 － 3か所 民間

三重県 5か所 1か所 4か所

愛知県 3か所 3か所 － 自治体

都道府県別フォスタリング事業の実施状況②
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Create a straight path to the target.
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子ども家庭福祉に関する「独立型国家資格制度」創設等に関する決議 

令和３年１１月２６日 

児童養護等に関する合同議連は、去る９月３０日の決議（別添）において、「大人の

都合」ではなく、「子どもの最善の利益優先原則」に則って、可及的速やかに「子ども家

庭福祉士（仮称）」の国家資格制度導入を強く促した。 

しかし、今回示された厚労省案では、下記の理由から、本年２月２日付け「子ども家

庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他

資質の向上策に関するワーキンググループ とりまとめ」（以下、「WG とりまとめ」）で

制度要件として結論付けられた「専門性を客観的に評価、担保する仕組み」とはなっ

ていない。今後厚労省は、社会的養育専門委員会において制度設計を再考し、真に

専門性の高い人材養成によって、今の子ども達の命と家庭を守ることに耐えうる、フ

ルスペックの新たな独立型の国家資格の早期本格導入のため、新たな法案提出に向

けた制度設計を早急に行うことを強く求める。 

仮にかかる制度設計には時間を要する、というならば、戦後の児童福祉のパラダイ

ムを大きく変えた平成 28 年改正法案作りの際と同様、問題の本質的解決を先送るこ

となく、国会提出時期の延期も辞さない覚悟で臨むべきである。ここで「大人の都合」

によって拙速で専門性要件を充たさない、不十分な既存法の改正によりお茶を濁そう

とすることは、今の子ども達の未来のため、許され得ない。 

一方、一時保護時の司法等における手続きに関しては、権利の主体としての子ども

の意見をより尊重する制度とするべき。さらに、ケアニーズに応じた措置費・委託費体

系の早期構築、国レベルの評価機構の早期構築、子どもコミッショナー/オンブズパー

ソンの早期設置を提案する。

  自由民主党・児童の養護と未来を考える議員連盟 

超党派・児童虐待から子どもを守る議員の会 
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記 

１． 今回示された厚生労働省からの子ども家庭福祉資格に関する提案に対して、以下

の点から、大幅に見直し、「独立型の国家資格」にすることを強く求める。 

（１）昨今の虐待死亡事件に鑑みても、子ども家庭福祉に関わる人材の専門性向上

は喫緊の課題。厚労省は中長期にわたる「制度の２段階導入」を示唆するが、こ

れまで数年間かけて厚労省内の正式な検討の場で議論を重ねてきていることに

加え、一旦制度導入すれば、その見直しは早くても 10〜15 年先となることが通例

であることを踏まえると、今の子ども達の命と育ちを守るには、真に専門性を身に

つけた人材養成可能な本格的制度の可及的速やかな導入が不可欠。

（２）そもそも厚労省は、「WGとりまとめ」において提案された「国家試験を伴う新たな

独立型資格」を採用しない理由があるのか、同提案の中では全く説明がなく、説

明責任を果たしていない。 

（３）厚生労働省案は、国家試験を必要としない、機構という民間機関による「認定」

された既存福祉専門職資格への上乗せカリキュラム履修に基づく資格の付与を

提案するもの。上記「WG とりまとめ」において、「専門性を客観的に評価、担保す

る仕組みが必要」と結論付けられたが、この要件は、唯一「国家試験」によって充

たされるもの。法曹資格者も、単にロースクールを卒業するだけでは不十分であ

り、国家試験たる司法試験に合格して初めて客観的能力担保のある資格として

世の信頼を勝ち得ている。この点では、社会福祉士、精神保健福祉士も同様。本

資格も客観的能力の担保としての国家試験が不可欠である。

（４）児童相談所児童福祉司や市区町村職員の質を担保し、頻回な異動を避けるた

めには、任用の主たる要件として明確に国家試験に基づく資格として法律に位置

付ける必要がある。それに対し、「国家試験なき厚労省案」では、真の専門性を持

つ人材養成は難しいうえ、職場における人事・キャリアパス、処遇等における正当

な評価、反映には結び付かない。
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（５）子ども家庭福祉領域は精神保健福祉領域に比してカバーする専門領域が非常

に広範であるにもかかわらず、今次厚労省案では、子ども家庭福祉士（仮称）の

上乗せ課程における専門科目の履修時間数は、社会福祉士資格との共通科目

の免除を考慮すると、精神保健福祉士と比較し、圧倒的に少なく、到底専門的な

ソーシャルワーカー養成とは言えない制度設計。

専門科目の履修時間数の比較 

精神保健福祉 子ども家庭福祉 

講義 300時間 180時間 

演習 90時間 30時間 

実習・実習指導 320時間 180時間 

（６）もとより社会福祉士と精神保健福祉士の２士業だけで全てのソーシャルワーク

をカバーするものではないことは明らか。にも拘らず厚労省案は、 ソーシャルワ

ークの共通基盤の確保の観点重視と称し、両福祉士資格者への「上乗せ型資格」

取得を提案するものであり、それらのいずれかの資格取得後に、さらに上乗せし

て新たに取得しなければならない、回り道を強いる資格制度。新設されるべき資

格は、子どもを守る分野に関する専門性を確固たるものとすることを目的とするも

のであり、必要十分なソーシャルワークの基礎となる科目（共通科目）をベースと

し、その上に子ども家庭福祉に係る専門性を確かなものにすることが可能な「独

立型国家資格」とすべきである。

（７）子どもの発達や特徴をよく理解している保育士等が本資格取得を希望しても、

高  齢者福祉中心の社会福祉士資格か成人の精神保健福祉が中心の精神保

健福祉士資格のいずれかを取ることが条件となり、ハードルが高く、多様な人材

の確保に繋がらない。

（８）既存の福祉専門職関連団体が新たな国家資格化に対して異を唱えているのは

周知の事実。仮に厚労省案が、そのような団体との「大人の話し合い」による利害

調整の結果ならば、子どもの最善の利益を優先して考慮する、改正児童福祉法

の精神に真向から反するものである。

２．一時保護時の司法関与等に関する厚労省案については、大きな方向性は容認す

るものの、子どもの意に反する一時保護についても司法審査対象とすべき。さらに、
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子どもによる一時保護への準抗告類似制度などを通じた不服申し立てを可能とす

るとともに、手続きへの参画保障のため、国費による代理人制度の創設等を検討す

べき。 

３．代替養育を受けなければならない子ども達の抱える傷つきは大きく、それによる行

動障害等に繋がっている。その子ども達の回復を促し、心身の健康を取り戻すには、

ニーズに合った治療的ケア等が必要となる。にもかかわらず、現状はケアニーズの

程度に関係なく、一律の措置費・委託費の体系になっている。そのために、ケアニ

ーズが高く、行動の問題がある子どもほど受け入れ先がなく、一時保護所から実親

の元に返されたり、長期に一時保護所にいる子どもが現に少なくない。子どものケ

アニーズに応じた措置費・委託費体系に関しては「中期的に議論を行う」のではなく、

期限を設定して、早急に検討し、早期に構築すべきである。

４．児童相談所、一時保護所、児童福祉施設等の第三者評価は、専門性が求められ

る評価である。また、現在は、評価を受ける側が評価者を選定できる仕組みになっ

ており、選ばれた評価者が厳しい評価をし難いという指摘もある。このような仕組み

では、質が担保された評価にならないため、専門的で標準化された能力で、公平中

立な評価を行うことができる全国的な評価機構が必要である。全国的な評価機構

に関して、期限を設定して、早急に検討し、早期に構築すべきである。 

５．社会における子どもの権利保障の実態を調査・モニターして、権利保障を確実に

根付かせるため、行政からの独立性が担保され、調査権限を持ち、独立した立場で

行政への提言や勧告ができる、国レベルの子どもコミッショナー/オンブズパーソン

に関して、「省庁横断した検討」に止まらず、積極的に議論の上、早期に設置する方

向性を明確化すべきである。 

以上 
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「子ども家庭福祉士（仮称）」の国家資格化に関する決議 

「自由民主党・児童の養護と未来を考える議員連盟」及び「超党派・児童虐待から子どもを守
る議員の会」合同議連（以下「合同議連」）は、令和３年５月２５日付け提言において、政府が
「子ども家庭福祉士（仮称）」の国家資格化法案を、来年の通常国会へ提出すべきことを「骨太
の方針２０２１」において明らかにするとともに、その制度の具体的な内容を速やかに明らか
にすべき、との政府への提言を行ったが、いまだにその詳細は不明確なままである。 

折りしも、本年８月の大津市での事案、９月の摂津市での事案など、いずれも児童相談所や
市町村の職員が関与しながら、子どもの尊い命を守り切れなかった死亡事件が続いている。
こうしたことからも、国家資格制度導入により、子どもに関するソーシャルワークの専門性の
高い人材を全国各地に配置することへの期待が膨らんでいる。 

また、「骨太の方針２０２１」において児童虐待対策として掲げている一時保護への司法関
与強化、子どもの権利擁護、里親支援、市町村・児童家庭支援センター等による在宅支援など、
今後政府が力点を置く政策が奏効するには、基礎自治体を含めた「官」、そして広く「民」にお
いて政策実践する人材の専門性強化なしにはあり得ない。 

厚労省において、既存の他の福祉資格団体と合意形成を得ることを目指していると側聞す
るが、関係者の理解を目指すことは重要であるものの、ここで最も大事なことは、「大人の都
合」で物事を決める事ではなく、児童福祉法第二条にあるように、あらゆる分野において、子
どもの最善の利益が優先されなければならず、今優先すべきは専門性の高い社会的養育を
実現し、子どもの利益を実現することであることは明白である。ここは政治決断の問題であり、
行政による「大人同士の都合」による利害調整ではない。 

既に本年２月２日、厚労省に設置された本件に関するワーキンググループからは、「専門性
を客観的に評価し担保できる仕組みとして資格の創設を検討すべき」として、国家資格化に向
けた明確な取りまとめが行われている。 

加えて、来るべき新たな内閣においても、改めて子どもに関する問題を政権の中心的課題
とする姿勢がこれまでの政策発信等により強く示され、その意味からも、子ども家庭の福祉等
に関する専門職の必要性はさらに高まったと言えよう。 

本年１１月には上記ワーキンググループの親委員会である厚労省・社会的養育専門委員会
に厚労省案が提示される見通しという。ここに改めて合同議連として、精神保健福祉士同様の、
分野や制度を横断した共通科目と専門性の高い専門科目で構成されるカリキュラムに基づく、
フルスペックの新たな国家資格の早期導入のための新たな法案を、来年の通常国会に提出
することを政府に要望する。 

また、本件に関しては政治判断が必要であることに鑑み、厚労省においては、資格化に関
する厚労省案が固まった段階で、まずは当合同議連に諮ることを合わせ要望する。 

右、決議する。 

令和３年９月３０日 

自由民主党・児童の養護と未来を考える議員連盟 
超党派・児童虐待から子どもを守る議員の会 

（別紙）
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